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１ 航 空 法（抜粋） 
 

（昭和二十七年七月十五日法律第二百三十一号） 

 
最終改正：令和二年六月二十四日公布（令和二年法律第六十一号） 

（この法律の目的）  

第一条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び

手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を

定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保する

とともにその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進

することを目的とする。  

 

（定義）  

第二条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼

航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。  

  2～11略 

12 この法律において「航空交通管制区」とは、地表又は水面から二百メートル以上の高さの空域であ

つて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 

13 この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大

臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空

交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 

14 この法律において「航空交通情報圏」とは、前項に規定する空港等以外の国土交通大臣が告示で指

定する空港等及びその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のた

めに国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 

15 この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界

上不良な気象状態をいう。  

16 この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存

して行なう飛行をいう。  

17 この法律において「計器飛行方式」とは、次に掲げる飛行の方式をいう。  

一 第十三項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の

国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通管制圏又は航空交通

管制区において、国土交通大臣が定める経路又は第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が与

える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣が

与える指示に常時従つて行なう飛行の方式  

二  第十四項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の

国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通情報圏（航空交通管

制区である部分を除く。）において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、第九十六条の二第

一項の規定により国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式  

三  第一号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を第九十六条第一項の規定により国

土交通大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従つて行う飛行の方式  
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（耐空証明）  

第十条 国土交通大臣は、申請により、航空機（国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章にお

いて同じ。）について耐空証明を行う。  

 

（耐空証明の有効期間）  

第十四条 耐空証明の有効期間は、一年とする。但し、航空運送事業の用に供する航空機については、

国土交通大臣が定める期間とする。 

 

(機長の権限）  

第七十三条 機長（機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている

者。以下同じ。）は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。  

 

（出発前の確認）  

第七十三条の二 機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他

運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。 

 

（離着陸の場所）  

第七十九条 航空機（国土交通省令で定める航空機を除く。）は、陸上にあつては空港等以外の場所にお

いて、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。た

だし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。  

 

（飛行の禁止区域）  

第八十条 航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空

を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

 

（最低安全高度）  

第八十一条 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空

機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通

大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。  

 

（捜索又は救助のための特例）  

第八十一条の二 前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に

際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。 

 

（爆発物等の輸送禁止）  

第八十六条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれの

ある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。  

２ 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。 

 

（物件の曳航）  

第八十八条 航空機による物件の曳航は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければな

らない。  
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（物件の投下）  

第八十九条 何人も、航空機から物件を投下してはならない。但し、地上又は水上の人又は物件に危害

を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りで

ない。 

 

（計器気象状態における飛行）  

第九十四条 航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報

圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはなら

ない。ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又

は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

 

（飛行計画及びその承認）  

第九十七条 航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等か

ら出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするとき

は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなけれ

ばならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 航空機は、前項の場合を除き、飛行しようとするとき（国土交通省令で定める場合を除く。）は、国 

土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。ただし、あら 

かじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、飛行を開始した 

後でも、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。  

３ 第一項又は前項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、第九十

六条第一項の国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて航行しなければならない。ただし、

通信機の故障があつた場合において国土交通省令で定める方法に従つて航行するときは、この限りで

ない。 

４ 第一項又は第二項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、航空

交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏において航行している間は、国土交通大臣に当該航

空機の位置、飛行状態その他国土交通省令で定める事項を通報しなければならない。   

   

（到着の通知）  

第九十八条 前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当

該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなけれ

ばならない。 
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２ 航空法施行規則（抜粋） 

 

（昭和二十七年七月三十一日運輸省令第五十六号） 

 

最終改正：令和二年十二月二十三日公布（令和二年国土交通省令第九十八号） 

（計器気象状態）  

第五条 法第二条第十五項の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機

の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態（以下「有視界気象状態」という。）以外の気象状態とする。  

二 三千メートル未満の高度で飛行する航空機（次号及び第四号に掲げる航空機を除く。）次に掲げる

航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態 

イ 航空交通管制区（以下「管制区」という。）、航空交通管制圏（以下「管制圏」という。）又は航

空交通情報圏（以下「情報圏」という。）を飛行する航空機、次に揚げる条件に適合する気象状態 

（１）飛行視程が五千メートル以上であること。 

（２）航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲が

ないこと。 

（３）航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。 

ロ 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機、次に掲げる条件に適合する気象状態 

（１）飛行視程が千五百メートル以上であること。 

（２）航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲が

ないこと。 

（３）航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。 

三 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航

空機（次号に掲げる航空機を除く。）次に掲げる条件に適合する気象状態（他の物件との衝突を避け

ることができる速度で飛行するヘリコプターについては、イに掲げるものを除く。） 

イ 飛行視程が千五百メートル以上であること。 

ロ 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができ

ること。 

四 管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定し

た空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態 

イ 地上視程が五千メートル（当該空港等が管制圏内にある空港等であつて国土交通大臣が告示で

指定したものである場合にあつては、八千メートル）以上であること。 

ロ 雲高が地表又は水面から三百メートル（当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したもの

である場合にあつては、四百五十メートル）以上であること。 

 

（有視界飛行方式）  

第六条の二 有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。 

 

（飛行場以外の場所において離着陸ができる航空機）  

第百七十二条 法第七十九条 の規定により、国土交通省令で定める航空機は、滑空機をいう。  

第百七十二条の二 法第七十九条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申

請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 
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一 氏名及び住所  

二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号  

三 離陸し、又は着陸する日時及び場所（当該場所の略図を添付すること。）  

四 離陸し、又は着陸する理由  

五 事故を防止するための措置  

六 飛行計画の概要（飛行の目的、日時及び径路を明記すること。）  

七 操縦者の氏名及び資格  

八 その他参考となる事項 

 

（最低安全高度）  

第百七十四条 法第八十一条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。  

一 有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又

は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの 

イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メー

トルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度 

ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十

メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度 

ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以

上の高度 

二 計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度 

 

（最低安全高度の飛行の許可）  

第百七十五条 法第八十一条但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国

土交通大臣に提出しなければならない。  

一 氏名及び住所  

二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号  

三 飛行計画の概要（飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。）  

四 最低安全高度以下の高度で飛行する理由  

五 操縦者の氏名及び資格  

六 同乗者の氏名及び同乗の目的  

七 その他参考となる事項 

 

（捜索又は救助のための特例） 

第百七十六条 法第八一条の二の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。 

 一 国土交通省、防衛庁、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であ 

って捜索又は救助を任務とするもの 

二 前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機 

三 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成十九年法律第百三号）

第五条第一項に規定する病院の使用する救急医療用ヘリコプター（同法第二条に規定する救急医療

用ヘリコプターをいう。）であつて救助を業務とするもの 
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３ 大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱 

 

昭和６１年 ５月３０日 消防救第 ６１号  

改正 平成 ４年 ３月２３日 消防救第 ３９号  

改正 平成 ５年 ３月２６日 消防救第 ３６号  

改正 平成 ５年 ５月１４日 消防救第 ６６号  

改正 平成 ６年 ４月 １日 消防救第 ４５号  

改正 平成 ７年 ６月１２日 消防救第 ８３号  

改正 平成 ８年 ６月２８日 消防救第１２７号  

改正 平成 ８年１１月 ７日 消防救第２４４号  

改正 平成 ９年 ３月１９日 消防救第 ６７号  

改正 平成１０年 ３月３１日 消防救第 ４７号  

改正 平成１１年 ３月２６日 消防救第 ６８号  

改正 平成１２年 ７月２６日 消防救第２０２号  

改正 平成１２年１２月２５日 消防救第３１６号  

改正 平成２１年 ３月２３日 消防応第 ９７号  

改正 令和 ２年 ７月１７日 消防広第１９０号  

 

１ 目的  

この広域航空消防応援実施要綱（以下「要綱」という。）は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号） 

第４４条の規定に基づき、大規模特殊災害発生地の市町村が回転翼航空機（以下「ヘリ」という。）を保有 

する他の都道府県又は他の都道府県に属する市町村によるヘリを用いた消防に関する応援（以下「広域航空 

消防応援」という。）を要請しようとする場合に、当該応援が円滑かつ迅速に行われるよう要請手続その他 

必要な事項について定めることを目的とする。  

 

２ 用語の定義  

（1）要請側市町村 

大規模特殊災害発生地の市町村（常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合は、当 

該一部事務組合とする。）で、この要綱に基づき広域航空消防応援を要請したもの、又は要請しようとす 

るものをいう。  

（2）要請側都道府県 

要請側市町村の属する都道府県をいう。 

（3）応援側市町村 

ヘリを保有する市町村（常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合には、当該一部 

事務組合を含む。以下この号において同じ。）で、この要綱に基づき広域航空消防応援を実施したもの、 

又は実施しようとするものをいう。  

（4）応援側都道府県 

ヘリを保有する都道府県で、この要綱に基づき広域航空消防応援を実施したもの、又は実施しようとす 

るものをいう。  

３ 対象とする大規模特殊災害  

広域航空消防応援の対象となる大規模特殊災害は、次の各号に掲げる災害で、ヘリを使用することが消防 
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機関の活動にとって極めて有効であると考えられるものとする。 

（1）大規模な地震、風水害等の自然災害 

（2）山林、離島等、陸上あるいは海上からの接近が著しく困難な地域での、大規模な火災、災害、事故等 

（3）高層建築物の火災で、地上からの消火又は救助が困難なもの 

（4）航空機事故、列車事故等での集団救助救急事故 

（5）その他前記各号に掲げる災害に準ずる災害等 

４ 広域航空消防応援の種別 

広域航空消防応援の種別は、主な任務により次の各号のとおり区分する。 

（1）調査出場 

現場把握、情報収集、指揮支援等のための出場 

（2）火災出場 

消火活動のための出場 

（3）救助出場 

人命救助のための特別な活動を要する場合の出場（これに附随する救急搬送活動を含む。） 

（4）救急出場 

救急搬送のための出場で、特別な人命救助活動を伴わないもの 

（5）救援出場 

救援物資、資機材、人員等の輸送のための出場 

５ 広域航空消防応援の要請先の決定 

要請側市町村の消防長（消防本部を設置していない要請側市町村にあっては、市町村長とする。以下同じ。） 

は、広域航空消防応援が必要となったときは、ヘリに搭乗可能な特別救助隊、水難救助隊、山岳救助隊（以 

下「特別救助隊等」という。）の有無及びヘリに搭載可能な救助器具の保有状況等を勘案し、広域航空消防 

応援の応援側市町村又は応援側都道府県（以下「応援側市町村等」という。）を決定するものとする。 

６ 市町村がヘリを保有する場合の広域消防応援の要請手続 

（1）要請側市町村の消防長は、前項の規定に基づき広域航空消防応援の応援側市町村を決定したときは、直 

ちに当該要請側市町村の長に報告の上、その指示に従って要請側都道府県の知事へ次の事項を明らかにし 

て広域航空消防応援の要請を行うものとする。この場合においては、同時に応援側市町村の消防長へも同 

様の連絡を行うものとする。 

① 応援側市町村 

② 要請者・要請日時 

③ 災害の発生日時・場所・概要 

④ 必要な応援の概要 

（2）要請側都道府県の知事は、前号の要請があり、かつ必要があると認める場合は、消防庁長官へ要請を行 

うものとする。 

（3）消防庁長官は、前号の要請があり、かつ必要があると認められときは、応援側市町村が属する都道府県 

（以下「所属都道府県」という。）の知事に対し要請を行うものとする。 

（4）所属都道府県の知事は、前号の要請があった場合は直ちに応援側市町村の消防長を通じて当該応援側市 

町村の長に要請を行うものとする。 

（5）要請側市町村の消防長は、第１号により広域航空消防応援の要請を行った場合には、できるだけ速やか 

に次の事項を応援側市町村の消防長へ通報しなければならない。この場合においては、同時に要請側都道 

府県の知事へも同様の連絡を行うものとし、要請側都道府県の知事から消防庁長官、所属都道府県の知事 

及び応援側市町村の消防長への連絡は、第２号から第４号までの規定に準じて行うものとする。 
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① 必要とする応援の具体的内容 

② 応援活動に必要な資機材等 

③ 離発着可能な場所及び給油体制 

④ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び無線による連絡の方法 

⑤ 離発着場における資機材の準備状況 

⑥ 現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリの活動状況 

⑦ 他にヘリの応援を要請している場合のヘリを保有する市町村の消防本部名又はヘリを保有する都道 

府県名 

⑧ 気象の状況 

⑨ ヘリの誘導方法 

⑩ 要請側消防本部の連絡先 

⑪ その他必要な事項 

７ 市町村がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の決定の通知 

（1）応援側市町村の消防長は、前項の広域航空消防応援の要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した 

場合には、当該応援側市町村の長に報告の上、その指示に従って所属都道府県の知事に通知するものとす 

る。この場合においては、同時に要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するものとする。 

（2）所属都道府県の知事は、前号の通知を受けた場合は、直ちに消防庁長官へ通知し、消防庁長官は要請側 

都道府県の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消防長を通じて当該要請側市町村の長へ通知 

するものとする。 

８ 都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続及び決定の通知 

（1）都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続については、第６項（第４号を除く。） 

を準用する。この場合において、第６項第１号中「前項」とあるのは「第５項」と、「応援側市町村」と 

あるのは「応援側都道府県」と、「応援側市町村の消防長」とあるのは「応援側都道府県の知事」と、同 

項第３号中「応援側市町村が属する都道府県の知事」とあるのは、「応援側都道府県の知事」と、同項第 

５号中「次の事項を応援側市町村の消防長」とあるのは「次の事項を応援側都道府県の知事」と、「所属 

都道府県の知事及び応援側市町村の消防長」とあるのは「応援側都道府県の知事」と読み替えるものとす 

る。 

（2）応援側都道府県の知事は、前号の広域航空消防応援要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した場 

合には、直ちに消防庁長官に通知するとともに、要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するも 

のとし、消防庁長官は要請側都道府県の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消防長を通じて 

当該要請側市町村の長へ通知するものとする。 

９ 要請手続の特例 

要請側市町村の消防長は、災害の発生状況等により、第６項及び前項に定められた手続による要請をする 

いとまのないときは、応援側市町村等に直接、広域航空消防応援の要請をすることができる。この場合、直 

ちに要請側都道府県、所属都道府県（市町村に要請をした場合）及び消防庁に、第６項及び前項に定める手 

続をしなければならない。 

10 広域航空消防応援の中断 

（1）応援側市町村の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側市町村の長は要請側市 

町村の長と協議して広域航空消防応援を中断することができる。 

（2）応援側都道府県の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じたときについては、前号を準用する。 

この場合において、「応援側市町村の長」とあるのは「応援都道府県の知事」と読み替えるものとする。 
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（3）前２号により広域航空消防応援を中断したときは、第７項又は第８項に準じてその連絡を行うものとす 

る。 

11 広域航空消防応援の始期及び終期 

（1）広域航空消防応援は、第２号及び第３号に定める場合を除きヘリが広域航空消防応援の命を受けてヘリ 

ポートを出発したときから始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。 

要請側市町村により広域航空消防応援の要請が撤回された場合も同様とする。 

（2）ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して広域航空消防応援に出場すべき命令が 

あったときは、そのときから広域航空消防応援は始まるものとする。 

（3）ヘリが広域航空消防応援に出動中に、前項の規定に基づき広域航空消防応援が中断され、復帰すべき命 

令があったときは、そのときをもって広域航空消防応援は終了するものとする。 

12 広域航空消防応援のため出場したヘリの指揮等 

（1）広域航空消防応援のため出場したヘリの指揮は、要請側市町村の長の定める災害現場の最高指揮者が行 

うものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者がヘリの運行に重大な支障があると認 

めたときは、その旨、最高指揮者に通告するものとする。 

（2）当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって要請側市町村の消防本部の基地局及び災害現場の最 

高指揮者と緊密な連絡を取るものとする。 

13 広域航空消防応援に係る要請側市町村の事前計画等 

（1）要請側市町村は、広域航空消防応援を受けて消防活動を行う場合の計画をあらかじめ作成しておくもの 

とする。 

（2）前号の計画を作成した場合は、そのうちの必要事項を要請側都道府県の知事へあらかじめ届け出ておく 

ものとし、その内容に変更があった場合にも同様の届け出を行うものとする。 

14 要請側都道府県の措置等 

（1）要請側都道府県は、前項の規定に基づき、要請側市町村が樹立する活動計画の作成について適切な助言 

を行うとともに、自らも必要な事項についてあらかじめ計画の作成を行うものとする。 

（2）要請側都道府県は、前号の計画を作成した場合は、自都道府県内の要請側市町村に示すとともに、必要 

事項について消防庁長官へ届け出ておくものとし、その内容に変更があった場合にも同様の届け出等を行 

うものとする。 

15 応援側市町村等の届出 

（1）ヘリを保有する市町村（都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う市町村を除く。）の消防長は、 

次の事項について、あらかじめ所属都道府県の知事を通じ消防庁長官に届け出ておくものとする。 

なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。 

ただし、他の方法により、すでに届け出ている場合は、その届出をもって、本項に定める届出に代える 

ことができる。 

① 保有ヘリの性能及び活動能力 

② 特別救助隊等の隊員数 

③ 特別救助隊等の隊員が使用する「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」別表１及び別表 

２のうちヘリによる搬送が可能な救助器具（以下「救助器具」という。）の品名、大きさ、重量、数量 

（2） ヘリを保有する都道府県の知事は、次の事項について、あらかじめ消防庁長官に届け出ておくものとす 

る。 

なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。  

ただし、他の方法により、すでに届け出ている場合は、その届出をもって、本項に定める届出に代える 
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ことができる。 

① 保有ヘリの性能及び活動能力  

② 当該都道府県の特別救助隊等の隊員数  

③ 特別救助隊等の隊員が使用する救助器具の品名、大きさ、重量、数量 

16 消防庁長官の情報提供  

（1）消防庁長官は、第１４項第２号に定める届出を受けた場合は、その内容を所属都道府県を通じ、応援側 

市町村の消防本部に提供するものとする。  

（2）消防庁長官は、前項各号に定める届出を受けた場合は、その内容のうち②及び③を要請側都道府県を通 

じ、要請側市町村の消防本部に提供するものとする。  

17 広域航空消防応援に要する経費の負担  

   広域航空消防応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。  

(1) 消防組織法第４９条第１項に規定する経費及び緊急消防援助隊に関する政令（平成１５年政令第３７９ 

号）第５条各号に掲げる経費は、要請側市町村が負担するものとする。  

(2) 広域航空消防応援により生じた公務災害補償に要する経費は、応援側市町村等が負担するものとする。  

(3) 前２号に掲げる経費以外の経費は、原則として要請側市町村及び応援側市町村等双方の協議により当該 

経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原則的な考え方について 

は、消防庁が別に定める。  

18 要請側市町村及び応援側市町村等は広域航空応援を円滑かつ的確に実施するため、広域航空消防応援に係 

る訓練を随時実施するものとする。 

19 この要綱の実施に関する手続等の細部事項については、別に定める。 
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４ 大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施細目 

 

昭和６１年 ５月３０日 消防救第 ６１号 

改正 平成 ４年 ３月２３日 消防救第 ３９号 

改正 平成 ５年 ３月２６日 消防救第 ３６号 

改正 平成 ５年 ５月１４日 消防救第 ６６号 

改正 平成 ６年 ４月 １日 消防救第 ４５号 

改正 平成 ７年 ６月１２日 消防救第 ８３号 

改正 平成 ８年 ６月２８日 消防救第１２７号  

改正 平成 ８年１１月 ７日 消防救第２４４号  

改正 平成 ９年 ３月１９日 消防救第 ６７号 

改正 平成１０年 ３月３１日 消防救第 ４７号 

改正 平成１１年 ３月２６日 消防救第 ６８号 

改正 平成１２年 ７月２６日 消防救第２０２号  

改正 平成１２年１２月２５日 消防救第３１６号  

改正 平成１５年 ３月３１日 消防救第 ７７号 

改正 平成１７年１２月２０日 消防応第 ３５号 

改正 平成２１年 ３月２３日 消防応第 ９７号 

改正 令和 ２年 ７月１７日 消防広第１９０号  

 

１ 目的  

この細目は、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱（以下「要綱」という。）  

第１９項の規定に基づき、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施の手続等の細部事項 

について定めるものとする。  

 

２ 用語の定義  

（1）要請側市町村  

要綱第２項第１号における要請側市町村をいう。  

（2）要請側都道府県  

要綱第２項第２号における要請側都道府県をいう。  

（3）応援側市町村  

要綱第２項第３号における応援側市町村をいう。  

（4）応援側都道府県  

要綱第２項第４号における応援側都道府県をいう。  

３ 広域航空消防応援の要請手続  

（1）要綱第６項及び第７項に定める要請及び決定通知手続きの順序は、次図のとおりとする。 
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（2）要綱第６項第１号から第４号までに定める要請又は連絡は、電話、無線、ファックス等によ 

って様式１（①から⑦までに限る。）により行うとともに、後日正式文書を送付するものとする。 

（3）要綱第６項第５号に定める要請を行った場合の通報事項は、電話、無線、ファックス等によ 

って様式１（⑧から⑱までに限る。）により明確に連絡するとともに、後日正式文書を送付する 

ものとする。 

（4）様式１の各項の一部が未確定の場合は、内容が判明次第、随時連絡するものとする。 

（5）要綱第８項に定める要請及び決定通知の手続については、前４号を準用する。 

４ 通信連絡 

要綱第１２項第２号に定める通信連絡の使用電波は統制波とし、無線の運用統制については、 

要請側消防本部の統制に従うものとする。 

５ 広域航空消防応援に係る要請側市町村の事前計画に定める事項等 

（1）要綱第１３項の要請側市町村の事前計画に定める事項は、次のとおりとする。  

① 地域防災計画に定める離発着場のうち、ヘリの活動拠点として最適な飛行場外離発着場（以 

下「離発着場」という。）の位置図等  

② 燃料の補給体制  

③ 応援航空隊と要請側消防本部等との通信連絡方法  

④ 離発着場への職員の派遣  

⑤ 応援に伴い生ずることが予想される一般人及び建物等に対する各種障害の除去等離発着に 

必要な措置  

⑥ 空中消火薬剤、救急救助用資機材、隊員等の補給体制  

⑦ その他必要と認める事項 

（2）要綱第１３項第２号に定める必要事項は、前号の①、②及び③とし、様式２により届け出る 

ものとする。 

６ 要請側都道府県の事前計画に定める事項等 

（1）要綱第１４項の要請側都道府県の事前計画に定める事項は、次のとおりとする。 
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① 要綱第１３項に基づく届出により把握した離発着場及び位置図等  

② 昼間、夜間における連絡体制  

③ 市町村が定める空中消火薬剤、救急救助用資機材、燃料等の補給体制の補完措置 

④ 広域航空消防応援に関する費用の補助 

（2）要綱第１４項第２号に定める必要事項は、前号の①とし、様式３により届け出るものとする。 

（3）前号の届出は、毎年１２月に見直しを行い、１２月１５日までに届け出るものとする。 

なお、その内容に変更があつた場合は、その都度届け出るものとする。 

７ 事故時の連絡等 

（1）要請側市町村の消防長は、応援航空隊に関する次の事故を覚知したときは、応援側市町村の 

消防長（都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う場合には、当該都道府県の知事を含 

む。）に速やかに連絡するものとする。  

① 人の死傷を伴う事故  

② 航空機の重大な損傷事故  

③ 救難対策を必要とする事故 

（2）応援側市町村（都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う市町村を除く。）の消防長は、 

ヘリの長期間運航不能等により応援不能が予測されるときは、応援側都道府県の知事を通じて 

消防庁長官へ連絡しておくものとする。 

（3）ヘリを保有する都道府県の知事は、ヘリの長期間運航不能等により応援不能が予測されると 

きは、消防庁長官へ連絡しておくものとする。 

８ 応援側市町村及び応援側都道府県の届出 

（1）要綱第１５項第１号及び第２号に定める事項について届出を行う場合は、次の様式によるも 

のとする。  

① 保有ヘリの性能及び活動能力    様式４ 

② 特別救助隊等の種別及び隊員数  様式５ 

③ 救助器具                      様式６ 

（2）前号の届出は、毎年１２月に見直しを行い、１２月１５日までに届け出るものとする。 

なお、その内容に変更があつた場合は、その都度届け出るものとする。 

９ 消防庁長官の情報提供 

（1）要綱第１６項第１号に定める情報提供は、様式３によるものとする。 

（2）要綱第１６項第２号に定める情報提供は、様式６及び様式７によるものとする。  

10 経費の支払方法 

要綱第１７項に定める応援に要した経費の支払方法については、次の各号による。 

（1）応援側市町村の長（都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う場合には、当該都道府 

県の知事を含む。）は、応援終了後１４日以内に当該応援に要したに定める経費の総額を算定し、 

要請側市町村の長に通知するものとする。 

（2）要請側市町村の長は、通知を受けてから７日以内に通知書の写を要請側都道府県の知事に送 

付するものとする。 

（3）要請側市町村は、第１号の通知があった日から９０日以内に応援に要した経費を応援側市町 

村（都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う場合には、当該都道府県を含む。）に支払 

うものとする。 
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様式７

ヘリを保有する都道
府県名及びヘリ保有
市町村の消防本部名

特別救助隊の隊員数 水難救助隊の隊員数 山岳救助隊の隊員数

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

名 名 名

ヘリに搭乗可能な特別救助隊員等隊員数一覧
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５ 大規模災害時の北海道・東北 8道県相互応援に関する 
協定及び実施細目 

 
大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県（以下「

道県」）という。）が、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第５条の２、第８条第２項第12号及び

第74条の規定により、地震等による大規模災害が発生した場合において、応援を必要とする道県（以

下「被災道県」という。）の要請に基づき、相互応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を

定めるものとする。 

 

（連絡担当部局） 

第２条 道県は、相互応援に関する連絡担当部局を定め、大規模災害発生時には、速やかに相互に連絡

するものとする。 

 

（カバー（支援）県の設置） 

第３条 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（以下「全国協定」という。）第３条に

規定するカバー（支援）県については、大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定

実施細目（以下「８道県協定実施細目」という。）で定めるものとする。 

２ カバー（支援）県は、被災道県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等との連絡調整

に関し、被災道県を補完することを主な役割とする。 

 

（ブロック間応援） 

第４条 全国協定第９条に規定するブロック間応援のカバー（支援）ブロックについては、８道県協定

実施細目で定めるものとする。 

 

（幹事県の役割） 

第５条 全国協定第４条第１項に規定する幹事県は、８道県協定実施細目で定めるものとする。 

２ 幹事県は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。 

(１) 複数道県が被災した場合における、全国協定第４条第３項の規定によるブロック内の総合調整

及び全国知事会に対する広域応援の要請 

(２) 全国協定第９条に規定するブロック間応援に係る隣接ブロック幹事県等との連絡調整 

 

（連絡調整員の派遣） 

第６条 カバー（支援）県は、必要があると認めるときは、被災道県の災害対策本部に、連絡調整員を

派遣することができる。 

２ 被災道県は、連絡調整員との連絡調整に十分配慮する。 

 

（応援の内容） 

第７条 応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策

に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。 

 

（応援の要請） 

第８条 被災道県は、第２条に規定する連絡担当部局を通じ、カバー（支援）県又は幹事県へ応援の要

請を行うものとする。 
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２ 被災道県は、前項の規定により応援を要請しようとするときは、被害状況等を連絡するとともに、

必要とする応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのな

い場合は、電話又は電子メール等により応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものと

する。 

(１) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量 

(２) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容 

(３) 職種及び人数 

(４) 応援区域又は場所及びそれに至る経路 

(５) 応援期間（見込みを含む。） 

(６) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項 

 

（応援の自主出動） 

第９条 カバー（支援）県は、被災道県との連絡が取れない場合又は応援の要請を待ついとまがないと

認めた場合は、他の道県と協力して自主的に被災道県の情報収集を行い、その結果を道県に伝達する

ものとする。 

２ カバー（支援）県は、前項の情報収集の結果を踏まえ、被災道県に代わり他の道県へ必要な応援の

要請を行うことができるものとする。 

３ 前項の規定による応援の要請があった場合は、前条の規定による被災道県からの要請があったもの

とみなす。 

 

（応援経費の負担） 

第10条 応援に要した経費は、原則として被災道県の負担とする。ただし、被災道県が費用を支弁する

いとまがない場合は、被災道県は、応援道県に当該費用の一時繰替支弁を求めることができるものと

する。 

 

（ブロック間応援におけるカバー（支援）県） 

第11条 複数道県が被災し、全国協定第９条に規定するブロック間応援を要請する場合、被災道県を応

援する都県については、幹事県が、隣接ブロックの幹事都県等と協議の上決定するものとする。 

２ 隣接ブロックに対してブロック間応援を行おうとする場合も、前項と同様に、幹事県の調整により

、被災県（全国協定第１条に規定する被災県をいう。）を応援する道県を決定するものとする。 

 

（資料の交換） 

第12条 道県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年、地域防災計画その他必要な資料

を相互に交換するものとする。 

 

（連絡会議の設置） 

第13条 道県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置するもの

とする。 

 

（準用） 

第14条 この協定の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年

法律第112号）が適用される事態に準用する。 

 

（その他） 

第15条 この協定に定めのない事項は、特に必要が生じた場合に、その都度、道県が協議して定める。 

２ この協定の実施に関し必要な事項は、第２条に規定する連絡担当部局が協議して定める。 
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附 則 

１ この協定は、平成19年11月８日から効力を生ずるものとする。 

２ 平成７年10月31日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

   附 則 

１ この協定は、平成26年10月21日から効力を生ずるものとする。 

２ 平成19年11月８日に締結された協定は、これを廃止する。 
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大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、大規模災害時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定（以下「協定」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（連絡担当部局） 

第２条 協定第２条に規定する連絡担当部局は、別表１のとおりとする。 

 

（カバー（支援）県） 

第３条 協定第３条に規定するカバー（支援）県は、別表２のとおりとする。 

 

（ブロック間応援） 

第４条 協定第４条に規定するブロック間応援については、全国都道府県における災害時等の広域応援

に関する協定実施細目の別表３により、カバー（支援）ブロックを関東ブロックとすることを基本と

する。 

 

（幹事県） 

第５条 協定第５条に規定する幹事県は、北海道東北地方知事会の会長道県とする。 

 

（応援の内容） 

第６条 協定第７条に規定する応援の具体的項目は、次のとおりとする。 

(１) 人的支援及び斡旋 

ア 救助及び応急復旧等に必要な要員 

イ 避難所の運営支援に必要な要員 

ウ 支援物資の管理等に必要な要員 

エ 行政機能の補完に必要な要員 

オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋 

(２) 物的支援及び斡旋 

ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資 

イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等 

(３) 施設又は業務の提供及び斡旋 

ア ヘリコプターによる情報収集等 

イ 傷病者の受け入れのための医療機関 

ウ 被災者を一時収容するための施設 

エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務 

オ 仮設住宅用地 

カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援 

(４) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの 

 

（ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制） 

第７条 協定第９条第１項に規定する情報収集を、迅速かつ的確に行うためのヘリコプターを活用した

緊急被災状況収集体制は、別表３のとおりとする。 

２ ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制の担当道県がカバー（支援）県になっていない場合には

、相互に緊密な情報交換を行うものとする。 
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（応援職員等の表示等） 

第８条 協定第６条に規定する連絡調整員及び被災道県への応援職員（以下「応援職員等」という。）は

、応援道県名を表示する腕章等を着用し、その身分を明らかにするものとする。 

２ 被災道県は、応援職員との連絡調整に十分配慮するものとする。 

 

（応援職員等の携行品） 

第９条 応援職員等は、災害等の状況に応じ、必要な被服、当座の食料、携帯電話等を携行するものと

する。 

 

（応援職員等に対する便宜の供与） 

第10条 被災道県は、必要に応じ、応援職員等に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与するものとす

る。 

 

（防災訓練等） 

第11条 道県は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練等を適時行うものとする。 

 

（応援職員等の派遣に要する経費負担等） 

第12条 協定第10条に規定する経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次の各

号に掲げるとおりとする。 

(１) 被災道県が負担する経費の額は、応援道県が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費

及び諸手当の額の範囲内とする。 

(２) 応援職員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害補

償法（昭和42年法律第121号）の規定に基づき必要な補償を行う。 

(３) 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じ

たものについては被災道県が、被災道県への往復の途中において生じたものについては、応援道県

が賠償するものとする。 

(４) 前３号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災道県及び応援道

県が協議して定める。 

 

（経費の支払方法） 

第13条 応援道県が、協定第10条ただし書の規定により、応援に要した経費を繰替支弁した場合には、

次の各号に定めるところにより算出した額を被災道県に請求するものとする。 

(１) 応援職員等の派遣については、前条に規定する額 

(２) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 

(３) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

(４) ヘリコプター、車両、船艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損 

又は故障が生じた場合の修理費 

(５) 施設の提供については、借上料 

(６) 前５号に定めるもののほか、業務の提供等については、その実施に要した額 

２ 前項に規定する請求は、応援道県の知事名による請求書（関係書類添付）により連絡担当部局を経

由して被災道県の知事に請求する。 

３ 前２項の規定により難いときは、被災道県及び応援道県が協議して定める。 

 

（経費負担の協議） 

第14条 協定第10条の規定にかかわらず、被災道県の被災状況等を勘案し、特段の事情があると認める
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ときは、応援に要した経費の負担について、被災道県と応援道県との間で協議することができるもの

とする。 

（資料の交換） 

第15条 協定第12条に規定する資料の交換は、毎年度、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第33条

の規定に基づく派遣職員に関する資料の相互交換の際に行うものとする。 

２ 交換する資料は、道県の地域防災計画及び国民保護計画、第６条に規定する応援の内容及びその他

必要と認める資料とする。 

 

（連絡会議の開催） 

第16条 協定第13条に規定する連絡会議は、必要に応じて随時開催するものとし、その事務処理につい

ては、別表４に定めるところにより毎年度各道県持ち回りとする。 

 

（協定の見直し） 

第17条 協定及び実施細目は、必要に応じ見直すこととし、その事務処理については、別表４に定める

ところにより毎年度各道県持ち回りとする。 

 

附 則 

１ この実施細目は、平成19年11月８日から施行する。 

２ 平成11年４月１日の実施細則は、これを廃止する。 

 

   附 則 

１ この実施細目は、平成26年10月21日から施行する。 

２ 平成19年11月８日の実施細則は、これを廃止する。 
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別表１ 

連絡担当部局 

道県名 部局名 課 名 無線電話 
通常時の連絡先 災害対策本部等の 

体制時の連絡先 ＮＴＴ電話（直通） 夜間・休日の連絡先 

北海道 総務部 

危機対

策局 

危 機 対 策

課 

01-11 011-204-5008（防災） 

011-204-5014（国民保

護） 

ＦＡＸ 

011-231-4314 

同左又は 011-231-3398

（当直室） 

011-204-5007 

ＦＡＸ 

 011-231-4314 

青森県 危機管

理局 

消 防 保 安

課 

02-221 017-734-9088（防災） 

017-734-9089（国民保

護） 

ＦＡＸ 

017-722-4867 

同左（夜間休日常駐員

から当番職員へ連絡） 

017-773-6866 

ＦＡＸ 

 017-773-6921 

岩手県 総務部 総 合 防 災

室 

03-16 019-629-5155（防災及

び国民保護） 

ＦＡＸ 

019-629-5174 

同左（宿日直職員から

当番職員へ連絡） 

019-629-5155 

ＦＡＸ 

 019-629-5174 

宮城県 総務部 危 機 対 策

課 

04-8-2375 022-211-2375（防災） 

022-211-2382（国民保

護） 

ＦＡＸ 

022-211-2398 

同左又は 022-211-3161

（防災センター警備員

から当番職員へ連絡） 

022-211-2375 

ＦＡＸ 

 022-211-2398 

秋田県 総務部 総 合 防 災

課 

05-11 018-860-4563（防災） 

018-860-4562（国民保

護） 

ＦＡＸ 

018-824-1190 

同左  018-860-4500  

ＦＡＸ 

 018-860-4530 

山形県 環境エ 

ネルギ 

ー部 

危機管 

理・く 

らし安 

心局 

危 機 管 理

課 

06-531 023-630-2231（防災） 

023-630-2654（国民保

護） 

ＦＡＸ 

023-633-4711 

同左又は 023-630-2754 

（宿日直職員から当番

職員へ連絡） 

023-630-3142～3145  

ＦＡＸ 

 023-630-3140 

3141 

福島県 生活環

境部 

災 害 対 策

課 

07-61 024-521-7194（防災） 

024-521-7641（国民保 

護） 

ＦＡＸ 

024-521-7920 

同左又は 024-521-7821 

（警備員から当番職員

へ連絡） 

024-521-1903 

024-521-1907 

ＦＡＸ 

 024-521-1958 

新潟県 防災局 危 機 対 策

課 

15-11 025-282-1638（防災） 

025-282-1636（国民保

護） 

ＦＡＸ 

025-282-1640 

同左又は 025-285-5511 

（警備員から当番職員

へ連絡） 

025-282-1638（防災） 

025-282-1636（国民保

護） 

ＦＡＸ 

 025-282-1640 
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別表２ 

カバー（支援）県 

被災道県名 第１順位 第２順位 第３順位 

北海道 青森県 岩手県 秋田県 

青森県 北海道 秋田県 岩手県 

岩手県 秋田県 北海道 青森県 

宮城県 山形県 福島県 北海道 

秋田県 岩手県 青森県 新潟県 

山形県 宮城県 新潟県 福島県 

福島県 新潟県 宮城県 山形県 

新潟県 福島県 山形県 宮城県 

 

別表３ 

ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制 

被災道県名 正 副 

北海道 青森県 岩手県 

青森県 北海道 秋田県 

岩手県 秋田県 北海道 

宮城県 山形県 福島県 

秋田県 岩手県 青森県 

山形県 宮城県 新潟県 

福島県 新潟県 宮城県 

新潟県 福島県 山形県 

 

別表４ 

連絡協議会及び協定見直し当番道県のローテーション 

順 番 道県名 

１ 北海道 

２ 青森県 

３ 岩手県 

４ 宮城県 

５ 秋田県 

６ 山形県 

７ 福島県 

８ 新潟県 
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６ 消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における 

北海道・東北８道県相互応援協定 
 

（目的） 

第１条 この協定は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県（以下「道

県」という。）において、消防防災ヘリコプター（以下「ヘリ」という。）を使用した消防防災業務

に関する応援について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（応援要請） 

第２条 この協定に基づく応援要請は、道県が保有するヘリが耐空検査及び整備等により運航不能又は

他の用務等のために出動できない場合で、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱

（昭和 61 年５月 30 日付け消防救急第 61 号消防庁次長通知）」の対象となる場合を除くヘリの出動

事案が発生した場合に行うものとする。 

 

（応援体制） 

第３条 前条による応援要請は、各道県毎に他の道県に対して行うものとする。応援要請を受けた道県

は、所掌事務、気象条件等により飛行に支障がある場合を除き応援するものとする。 

 

（応援活動の位置づけ） 

第４条 ヘリの応援活動の内容が救急搬送等消防の業務である場合には、当該ヘリの航空隊に隊員を派

遣した市町村等と応援を受けた市町村等の間で、消防組織法第 39条第１項による応援活動があった

ものとする。 

 

（応援要請の手続き） 

第５条 応援要請の手続きは、電話又はファクシミリにより、下記事項を明らかにして行うものとする。 

（１）出動事案の概要 

（２）必要な応援の内容 

（３）発生の日時、場所及び状況 

（４）現場の最高責任者の職・氏名及び現場との連絡方法 

（５）現場の気象情報 

（６）ヘリが離着陸する場所及び地上支援体制 

（７）応援に要する資機材の品目及び数量 

（８）ヘリの給油場所 

（９）その他必要な事項 

 

（応援要請先） 

第６条 応援要請の連絡先は、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施細目に定める「連絡・

要請窓口の名称」とする。 

 

（応援の中断） 

第７条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合には、応援側の長は、ヘリの応
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援を要請側と協議のうえ中断することができる。 

 

（応援の始期及び終期） 

第８条 この協定に基づく応援は、ヘリが応援要請を受けて飛行場を出発したときから始まり、飛行場

に帰着したときに終了するものとする。 

  ただし、ヘリが飛行場以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援に出動すべき命令があっ 

たときは、そのときをもってこの協定による応援は終了するものとする。 

２ ヘリがこの協定に基づく出動中に、前条の規定により応援出動が中断され、復帰すべき命令があっ

たときは、そのときをもってこの協定による応援は終了するものとする。 

 

（応援のために出動したヘリの指揮） 

第９条 応援出動したヘリの指揮は、要請側の長の定める現場の最高責任者が行うものとする。 

  また、応援活動の内容が第４条に該当する場合のヘリの指揮は、応援を受けた市町村等の長の定め 

る現場の最高責任者が行うものとする。 

２ 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動にあたって、前項に規定する現場の最高責任者と緊密な連

絡を取るものとする。 

 

（経費の負担） 

第10条 応援に要する派遣職員の給与、旅費、ヘリの燃料費（応援先において給油する場合を除く。）及 

び消耗品等の通常経費並びに応援職員の公務災害に係る災害補償費は、応援側の負担とする。 

２ 応援中に発生した事故の処理に関する経費のうち、次の各号に揚げるものは要請側の負担とする。 

  ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。 

（１）土地、建物、工作物等に対する補償費 

（２）ヘリの損傷に対する諸経費 

（３）一般人の死傷に伴う損害賠償に要する経費 

３ 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額

とする。 

４ 前各号に定めるもの以外に要したその諸経費の負担については、その都度協議し定めるものとする。 

 

（情報交換） 

第11条 この協定に基づき道県は相互に域内の臨時離着陸場等について情報交換を行い、出動時に速や 

かに対応できるよう日頃から努めるものとする。 

 

（その他） 

第12条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、道県が協議して定めるものとする。 

 

附則 

（実施時期） 

この協定は平成 12年３月１日から実施する。 
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７ ヘリコプターの運用に関する覚書 

 

 青森県と青森県警察本部は、それぞれが保有するヘリコプターの運用に関し、次のとおり覚書を締結

する。 

  

（趣 旨） 

第１ この覚書は、災害、遭難事故等における人命救助その他の救援活動を、迅速かつ適切に実施する

ため必要な事項を定めるものとする。 

 

（相互協力） 

第２ ヘリコプターの運用に関して、相互に協力する事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 災害、遭難事故等における人命救助その他の救援活動における当該業務に係る職員の派遣並びこ

れらに付随する職員並びに資機材の輸送に関すること。 

 ⑵ 災害、遭難事故等の情報交換及び出動調整に関すること。 

 ⑶ ヘリコプターの定期点検整備時期の調整に関すること。 

 ⑷ 電源車、特殊整備工具等の借用に関すること。 

 ⑸ ⑴の業務を遂行する上で必要な訓練のため、双方のヘリコプターに搭乗すること。 

 

（相互協力の条件） 

第３ 相互協力においては、本来の業務に支障がないと判断される場合に協力するものとする。 

 

（協力要請手続き） 

第４ 協力要請は、事前に「ヘリコプター協力要請書」（様式第１号）により申し出るものとする。ただ

し、緊急を要する場合は、電話その他の方法で行い、事後速やかに「ヘリコプター協力要請書」を

提出するものとする。 

 

（その他） 

第５ この覚書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、第１の趣旨に基づき、それぞれ誠意をもっ

て協議するものとする。 

 

平成 22年４月 20日締結 
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様式第１号 

ヘリコプター協力要請書 

１ 要 請 団 体 名  防災航空隊    県警航空隊       発信者       

２ 災 害 の 種 別  行方不明・事故・救急・火災・自然災害・その他（       ） 

３ 要 請 の 内 容  
捜索・救助・空中消火・傷病者搬送・偵察・広報・撮影・輸送・ 

その他（         ） 

４ 消防・警察覚知時間     年   月   日（  ）  時  分 

５ 要 請 時 間     年   月   日（  ）  時  分 

６ 発 生 場 所  
（市・町・村）         字       番地 

（目標）         （離着陸場所） 

７

捜

索・ 

救

助

の

場

合 

要 救 助 者  

氏名         （男・女）  歳（T.S.H.  年  月  日 生）  

 住所 

               ℡        職業 

要救助者に係る  

特 記 事 項  

 

※ 既往症 など 

８ 災害の概況（事故等の状況、地上の捜索体制、ヘリの活用方法等を記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

９ 現 場 指 揮 者  所属・職・氏名 

10 現場との連絡手段 
無線等種別：警察 消防     ＭＨｚ 携帯電話等 

コールサイン等         中継手段 
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11 

傷

病

者

輸

送

等

の

場

合 

傷  病  者 

氏名         （男・女）  歳（M.T.S.H.  年  月  日 生）  

 住所 

               ℡        職業 

傷 病 名 ・ 症 状 

搬出病院・離着陸場 

受入病院・離着陸場 

搬 送 車 両 所 属 名 

同乗者（医師名） 

等 

 

12 気 象 状 況 
天候      風向      風速    m/sec  気温   ℃ 

視界     m  気象予警報（        警報・注意報） 

13 必 要 資 機 材  

14 持込資器材・電源  

その他必要な事項 

※以下の項目は出動の可否決定後連絡します。 

1 使 用 無 線 等  
無線種別（全国共通波、県内共通波、その他） 

現地指揮本部（車）呼出名（コールサイン） 

2 到着予定時間     年   月   日（  ）    時   分 

3 活動予定時間  時間       分 

4 燃 料 の 手 配  要手配・手配不要           Ｌ（ドラム缶       本） 

 

相互搭乗隊員 

氏 名            年齢     才     

氏 名            年齢     才    

氏 名            年齢     才    

氏 名            年齢     才    

氏 名            年齢     才    
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８ 青森県と青森及び八戸海上保安部との青森県防災ヘリコプター 
緊急出動要請に関する覚書 

 

 青森県と青森及び八戸海上保安部は、青森県が保有する防災ヘリコプターの緊急出動要請に関し、次

のとおり、覚書を締結する。 

 

（趣 旨） 

第１ この覚書は、青森県沿岸海域で発生した海難事故等における人命救助活動を、青森県防災ヘリコ

プターを活用し、迅速かつ適切に実施するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（出動の基準） 

第２ この覚書による青森県防災ヘリコプターの出動は、巡視船艇が接近困難な沿岸海域（漁具設置、

遠浅な海水浴場）及び岩礁等が点在する海域で、ウォーターアクティビティ（スタンドアップパドル

ボート、ミニボート、水上オートバイ、シーカヤック等）及び遊泳者等による海難事故等が発生した

場合とする。 

なお、その他の海難事故の出動に関しては、必要に応じて青森県と青森又は八戸海上保安部間で調

整するものとする。 

 

（出動の要請） 

第３ 緊急出動の要請は、海難事故等が発生した沿岸海域を管轄する海上保安部の警備救難課長が青森

県危機管理局消防保安課長（以下「運航監督者」という。）に対して行うものとする。 

２ 前項の要請は、青森県防災ヘリコプター緊急出動要請書（様式第１号）の青森県防災航空センター

への送付により行うものとする。 

  ただし、特に緊急を要し、青森県防災ヘリコプター緊急出動要請書を提出するいとまのない場合は、

電話その他の方法で要請することができることとし、後日、青森県防災ヘリコプター緊急出動要請書

を提出するものとする。 

３ 前項の要請を受けた運航監督者は、その内容等を危機管理局長に報告する。 

 

（出動の決定） 

第４ 青森県防災航空センター所長（以下「運航責任者」という。）は、第３の要請を受けた場合には、

事故概要及び気象状況等を確認の上、出動の可否を決定し、青森県防災航空隊隊長（以下「運航指揮

者」という。）に必要な事項を指示しなければならない。併せて、運航責任者は、前項の出動の可否の

結果を速やかに運航監督者に報告するものとする。 

（引継ぎ要領） 

第５ 対象者の引継ぎ場所は、原則として、要請元の海上保安部から指定された場所とする。ただし、

当該場所への離着陸に支障がある場合、運航指揮者は、気象状況、周辺環境等を考慮し、防災ヘリコ

プター場外離着陸場を選定のうえ、要請元の海上保安部に進言する。 

２ 運航監督者は、必要に応じて離着陸場所を管轄する県内消防本部に協力を依頼するものとする。 

 

（報告） 

第６ 運航指揮者は、緊急運航を完了した場合には、青森県防災ヘリコプター緊急運航要領第６第３項

の規定により、速やかに運航監督者に報告しなければならない。 
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（緊急運航不能時の対応） 

第７ 第３に定める出動の要請については、「消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における北海道・

東北８道県相互応援協定」に定める応援要請をすることができるものとする。 

 

（その他） 

第８ この覚書によりがたい事案が発生した場合は、別途、関係機関と協議し、決定するものとする。 

 

 上記覚書締結の証として本書３通を作成し、青森県危機管理局長、青森海上保安部長、八戸海上保安

部長が押印のうえ、おのおの１通を保管する。 

 

令和２年７月 22日締結 

 

                 青森県危機管理局長   貝 守  弘 

 

 

 

               青森海上保安部長      山下  雄一郎 

 

 

 

               八戸海上保安部長      松 川  勝 紀 
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様式第１号 

青森県防災ヘリコプター緊急出動要請書 

１ 要 請 機 関 青森海上保安部   八戸海上保安部       発信者       

２ 要 請 の 内 容 捜索・救助・その他（         ） 

３ 海上保安部覚知時間 令和   年   月   日（  ）  時  分 

４ 要 請 時 間 令和   年   月   日（  ）  時  分 

５ 発 生 場 所 
（市・町・村）   

北緯   度   分    秒   東経   度   分   秒 

６

捜

索 

・ 

救

助

の

場

合 

対 象 者 

氏名         （男・女）  歳（T.S.H.R  年  月  日 生）  

 

 住所 

            ℡          職業 

 

対 象 者 に 係 る 

特 記 事 項 

 

服装等 

７ 引 継 ぎ 場 所  

８ 気 象 状 況 
天候    風向     風速     ｍ/ｓ    気温   ℃ 

視程    ｍ   気象予報（          警報・注意報） 

９ 現場との連絡手段 
無線等種別：防災相互波 158.350 ＭＨｚ・その他      ＭＨｚ 

コールサイン等：        携帯電話等： 

10 その他必要な事項 
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緊急出動に係る連絡体制 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引継ぎ場所 

青森海上保安部 

八戸海上保安部 

（警備救難課長） 

青森県防災航空センター 

所長（運航責任者） 

青森県防災航空隊 

隊長（運航指揮者） 

県内消防本部 

消防保安課長 

（運航監督者） 

危機管理局長 

（運航管理者） 

①緊急出動要請（様式第１号） 

②飛行可否報告 

③
飛
行
可
否
結
果
の
報
告 

⑥
活
動
結
果
の
報
告 

④要請内容等の報告 

⑦活動結果の報告 

連
絡
調
整 

③
協
力
依
頼 

⑤出動・帰投 
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９ 大規模災害時における青森県防災航空隊への航空支援 
に関する協定 

  

青森県内で大規模災害が発生した場合において、緊急消防援助隊航空部隊又は知事が要請した消防防

災航空隊（以下、「応援航空部隊」という。）の応援を受けるとき、青森県防災航空隊及び応援航空部隊

等が円滑に活動できるよう、青森県内の消防機関から航空支援のために青森県に派遣する青森県防災航

空隊経験者（以下、「航空支援員」という。）の取扱い等に関して、青森県知事（以下、「知事」という。）

と青森県内の関係市町長及び一部事務組合管理者（以下、「派遣消防機関」という。）との間で次のとお

り協定する。  

  

（派遣対象災害）  

第１条 知事が派遣消防機関に対して航空支援員の派遣を要請する災害は、次のとおりとする。  

（１）消防組織法第 44 条の規定に基づく緊急消防援助隊が組織される大規模災害  

（２）その他知事が支援を要請する必要があると認める災害  

  

（派遣対象航空支援員）  

第２条  航空支援員は、県内の消防機関に勤務する消防職員で、青森県防災航空隊員としての勤務経験

があり、かつ、任期満了から６年以内の者とする。  

２ 派遣消防機関は、知事からの要請に基づき、毎年４月１日現在における航空支援員候補者の名簿（別

紙様式１）を知事に対して提出するものとする。  

３ 前項の名簿に変更等が生じた場合においては、派遣消防機関は、速やかに知事に報告するとともに、

前項の名簿を更新しなければならない。  

  

（派遣要請）  

第３条 知事は、航空支援員の派遣を必要と認めた場合、派遣消防機関に対して別紙様式２により要請

するものとする。  

２ 派遣消防機関は、知事から前項の要請を受けたときは、前条第２項の名簿の中から派遣する航空支

援員を速やかに決定し、知事に対して別紙様式３により報告するものとする。  

３ 前２項の要請又は報告について、文書をもって行ういとまがないときは、電話又はその他の方法を

もって行い、その後速やかに文書を提出するものとする。  

４ 派遣人数については、知事が災害状況等を勘案の上、派遣消防機関と調整するものとする。  

 

（指 揮） 

第４条 航空支援員は、青森県防災航空隊長（以下、「隊長」という。）の指揮により活動するものとす

る。  

 

（活動内容）  

第５条 航空支援員の活動内容は次のとおりとする。  

   なお、活動時の服装は、航空支援員の所属する各消防本部における活動服の上に航空支援員である

ことを明示したベスト等を着用するものとする。  

（１）青森県防災航空センター（以下、「センター」という。）内での関係機関等との連絡調整及び航空

機運用等に係る情報収集等  



E－42 

 

（２）センター等における航空機の出動準備、離着陸誘導等  

（３）青森県災害対策本部等における運航調整、情報収集・伝達、航空機運用等に係る情報収集等  

（４）飛行場外離着陸場等の安全管理等  

（５）航空機の運航補助（防災ヘリへの搭乗は除く。）  

（６）その他隊長が必要と認める事項  

  

（派遣期間）  

第６条 航空支援員の派遣期間は、第３条第１項の規定に基づいて知事が派遣消防機関に対して要請し

たときから、知事が派遣終了を決定するまでの期間とする。  

  

（服 務）  

第７条 航空支援員の服務は、当該航空支援員の属する市町又は一部事務組合の関係規程を適用する。  

  

（訓 練）  

第８条 航空支援員候補者は、技量維持等を図るため、年に１回以上、青森県防災航空隊が必要と認め

る訓練に参加するよう努めるものとする。  

２ 前項の訓練を実施するにあたり、青森県防災航空隊と各消防本部が相互に協力し、円滑な実施に努

めるものとする。  

  

（経費の負担） 

第９条 航空支援員の派遣及び活動に係る経費の負担区分は、次のとおりとする。 

（１）県の負担  

① 県の依頼に応じて旅行した場合の旅費  

② 時間外勤務手当及び休日勤務手当（時間外勤務手当及び休日勤務手当の算定の基礎となる勤務

１時間当たりの給与額の算出については、派遣消防機関の関係規程による給料及び青森県関係規

程による特殊勤務手当の合計額を基礎として算出する。）等必要となる手当  

③ 活動に伴い発生した事故の損害の賠償に要する経費（航空支援員の重大な過失等に基づく損害

賠償経費については、青森県と当該航空支援員の属する市町又は一部事務組合が協議して負担割

合を決定する。）  

（２）派遣消防機関の負担  

 ① 給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当等の

給与等  

 ② 公務災害補償に要する経費  

  

（公務災害補償）  

第10条 航空支援員の公務災害補償は、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）に定めるところ

によるものとする。この場合、知事からの報告に基づき、認定請求手続き及び補償費受給手続き等は

派遣消防機関が行うものとする。  

２ 航空支援員に係る地方公務員災害補償基金負担金は、派遣消防機関が負担するものとする。  

 （事務の所管）  

第11条 航空支援員の派遣に係る事務は、センターが所管する。  
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（有効期間）  

第12条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了の日の２か月前

までに知事又は派遣消防機関のいずれかから特段の申し出がない限り、この協定はさらに１年間更新

されるものとし、以降もまた同様とする。  

  

（雑 則）  

第13条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、その都度、 

知事及び派遣消防機関が協議して定めるものとする。  

  

 平成24年８月20日締結 
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別紙様式１ 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 青森県知事 殿 

 

 

 

                           消防本部名               

 

 

航空支援員候補者名簿 

 

 

No. 候補者氏名 防災航空隊 

任期満了年度 

勤務公署名 勤務公署 

所在地 

 

１ 

 

    

 

２ 

 

    

 

３ 

 

    

 

４ 

 

    

 

５ 

 

    

 

６ 
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別紙様式２ 

 

 

青 防 第     号 

令和  年  月  日 

 

 

 （関係市町長又は一部事務組合管理者） 殿 

 

 

                                青森県知事  ○○ ○○ 

 

 

航空支援員の派遣について（要請） 

 

 大規模災害時における青森県防災航空隊への航空支援に関する協定第３条第１項の規定に基づき、 

下記により航空支援員の派遣を要請します。 

 

記 

 

派遣予定期間  令和  年  月  日（ ）   時  分から 

 令和  年  月  日（ ）   時  分まで 

要請する 

航空支援員の人数 

 

 

要請理由 

 

 

 

活動内容 

 

 

参集場所  

その他 

参考事項 

 

 

 

 

                             担 当 青森県防災航空センター  

                             電 話 ０１７－７２９－０３５５ 

                             ＦＡＸ ０１７－７２９－０３７７ 
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別紙様式３ 

 

 

文  書  番  号 

令和  年  月  日 

 

 

 青森県知事 殿 

 

 

（関係市町長又は一部事務組合管理者） 

 

 

航空支援員の派遣について（報告） 

 

 大規模災害時における青森県防災航空隊への航空支援に関する協定第３条第２項の規定に基づき、 

派遣する航空支援員を決定したので下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

派遣予定期間  令和  年  月  日（ ）   時  分から 

 令和  年  月  日（ ）   時  分まで 

派遣する 

航空支援員の氏名 

 

その他 

参考事項 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                       担 当                 

                       電 話                 

                       ＦＡＸ                 
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10 救急活動における防災ヘリとドクターヘリの基本的運航指針 
 

（趣 旨） 

第１ この指針は、青森県防災ヘリコプター（青森県が所有する防災活動用ヘリコプター。以下「防災

ヘリ」という。）と、青森県ドクターヘリ（青森県が運航会社に運航を委託し、運航会社が所有する救

急医療用ヘリコプター。以下「ドクターヘリ」という。）の運航に関し、その活動内容が重複する救急

活動における基本的な運航の考え方を定めるものである。 

 

（役割分担） 

第２ 救急活動における防災ヘリとドクターヘリの基本的な運航の考え方は、防災ヘリ、ドクターヘリ

それぞれの能力・特性等を考慮し、次のとおりとする。 

   ただし、個別の案件に関し他方に対する要請を妨げるものではない。 

（１）救急現場への出場は、ドクターヘリが第一義的に対応し、ドクターヘリが対応できず、かつ、防

災ヘリの運航条件が整った場合、防災ヘリが対応するものとする。 

（２）病院、診療所等（以下「搬送元病院等」という。）から他の病院等（以下「搬送先病院等」という。）

へのヘリコプターによる搬送（以下「転院搬送」という。）のうち、救急患者を受け入れた搬送元病

院等から搬送先病院等への搬送は、ドクターヘリが第一義的に対応し、ドクターヘリが対応できず、

かつ、防災ヘリの運航条件が整った場合、防災ヘリが対応するものとする。 

（３）転院搬送のうち、搬送元病院等において医師の管理下にある者の搬送先病院等への搬送は、防災

ヘリが第一義的に対応し、防災ヘリが対応できず、かつ、ドクターヘリの運航条件が整った場合、

ドクターヘリが対応するものとする。 

（４）転院搬送のうち、周産期医療に係るものについては、新生児の搬送用保育器の搭載が許可されて

いるドクターヘリ（以下「保育器搭載ドクターヘリ」という。）が第一義的に対応するものとし、保

育器搭載ドクターヘリが対応できず、かつ、防災ヘリの運航条件が整った場合には、防災ヘリが対

応するものとする。 

（５）転院搬送のうち、搬送先病院等が県外であるなど長距離のものについては、防災ヘリが第一義的

に対応し、防災ヘリが対応できず、かつ、ドクターヘリの運航条件が整った場合、ドクターヘリが

対応するものとする。 

 

（相互補完） 

第３ 防災ヘリとドクターヘリは、他方が対応できない場合には、相互に補完しあうことを基本とする。 

 

（要請先の判断を行う者） 

第４ 防災ヘリ、ドクターヘリいずれの運航を要請するかの判断は、第２に定める役割分担を勘案しつ

つ、現場の医師または消防本部が行うものとする。 

 

（その他） 

第５ この基本的運航指針に定めのない事案または疑義を生じた場合には、関係者が協議するものとす

る。 

 

  （別表１） 防災ヘリとドクターヘリの比較 

（別表２） 救急活動における役割分担 

 

（平成２１年１２月２２日 作成） 

（平成２６年 ９月 ５日 改正） 
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（別表１） 

防災ヘリとドクターヘリの比較 

 

区 分 防災ヘリ ドクターヘリ  摘 要 

型 式 ベル式 412EPＩ ユーロコプター式 E C 1 3 5 
 

搭 乗 人 員  最大１５名 最大６名 操縦要員含む。 

航 続 時 間  ２時間２４分 １時間２０分程度 
搭乗人数等で変

動があります。 

使 用 目 的  

・災害応急対策活動 

・火災防御活動 

・救助活動 

・救急活動 その他 

もっぱら救急活動  

救 急 活 動 内 容 

・救急現場への出動 

・緊急を要し長距離移動を伴 

う病院間搬送 

・救急現場への出動 

・病院間搬送 
 

医 療 用 装 備 等 

必要に応じ架装(10分程度)運

航状況確認に 20～30 分を要

す 

常時積載  

医 師 の 搭 乗 要ピックアップ 常時搭乗(基地病院で待機)  

離 着 陸 場  96箇所（R4現在） 599 箇所（H26.7.31 現在）  

運航 (受託 )会社 中日本航空㈱ 中日本航空㈱  

運 航 時 間  日の出から日没まで 

午前 8 時 30 分～午後 5

時まで。ただし、午後 5

時前に日没する場合に

は、日没前まで。 

有視界(VFR) 
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（別表２） 

 

救急活動における役割分担 

 

○救急活動における防災ヘリとドクターヘリの基本的運航指針 

 第２ 役割分担 

   救急活動における防災ヘリとドクターヘリの基本的な運航の考え方は、防災ヘリ、ドクター 

ヘリそれぞれの能力・特性等を考慮し、次のとおりとする。 

   ただし、個別の案件に関し他方に対する要請を妨げるものではない。 

ミッション 防災ヘリ ドクターヘリ 摘 要 

救急現場への出動 ○ ◎ ドクターヘリ優先 

転
院
搬
送 

救急患者受入病院

からの搬送 
○ ◎ ドクターヘリ優先 

救急患者以外の搬

送(医師の管理下に

ある患者) 

◎ (*1)○ 防災ヘリ優先 

周産期に係る搬送 ○ ◎ ドクターヘリ優先 

長距離搬送 (県外

等) 
○ (*2)○ 防災ヘリ優先 

※１ 「◎」は第一義的に対応、「○」は他方が対応できないときに対応 

  （＊1）：当該事例の場合、搬送元病院等の医師や家族が同乗することが想定されるが、ドクターヘリの定員 

等を考慮した場合、対応困難が予想されるため、防災ヘリを優先 

  （＊2）：ドクターヘリは航続距離が短いことから、防災ヘリを優先 

 

第３ 相互補完 

   防災ヘリとドクターヘリは、他方が対応できない場合には、相互に補完しあうことを基本とする。 

 


